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三洋電機株式会社定款 
 

第１章 総 則 
 

第１条（商 号） 

 当会社は、三洋電機株式会社と称する。 

 英文では、SANYO Electric Co., Ltd.と表示する。 

第２条（本店の所在地） 

 当会社は、本店を大阪府守口市に置く。 

第３条（目 的） 

 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。 

 （１）次の物品の製造、販売、保守および賃貸借 

  ①各種電気機械器具および電気照明器具 

  ②各種電子機械器具、通信機械器具および電子部品 

  ③家庭用その他一般機械器具 

  ④事務用・産業用機械器具 

  ⑤ガス・石油機器および空調・厨房等住宅関連設備機器 

  ⑥医療用機械器具等精密機械器具 

  ⑦電池および電池応用製品 

  ⑧自動車、産業車両その他輸送用機械器具、自動車用・自転車用電装品 

およびトレーニング機器等の健康・スポーツ機器 

  ⑨農畜産物、林産物および水産物 

  ⑩飲料および食料品 

  ⑪衣料、装身具、家具、寝具、什器、化粧品、事務用品および日用雑貨品 

 （２）前号各物品および関連物品に関する工事の設計、施工ならびにその他の建

設工事 

 （３）撮影、録音および出版に関する事業 

 （４）コンピューターの利用技術（ソフトウエア）の開発および販売ならびに情

報処理サービスの提供 

 （５）通信の利用技術（ソフトウエア）の開発および販売ならびに通信サービス

の提供 

 （６）工業所有権、著作権、ノウハウその他無体財産権の開発、仲介、取得、譲

渡および貸与 

 （７）割賦債権の買取り、金銭の貸付、信用保証、信用調査および集金代行等の金

融業 

 （８）損害保険代理業、自動車損害賠償保障法にもとづく自動車損害賠償責任保

険代理業および生命保険募集業ならびに市外電話サービスの仲介業 

 （９）不動産の売買、賃貸借、仲介および管理ならびに土地開発・造成に関する
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事業 

 （10）ホテル等の宿泊施設、テニス場等のスポーツ施設、遊園地等のレジャー・

娯楽施設、教育訓練施設およびレストラン等の飲食店の経営 

 （11）旅行業、陸上・海上・航空運送事業、倉庫業、警備業および労働者派遣事業 

（12）老人および身体障害者の移動、入浴等の介護に関する事業 

（13）有価証券の売買、募集および売買の仲介、取次または代理等の証券業に関 

する業務 

（14）投資業 

（15）前各号に付帯または関連する一切の事業 

第４条（機 関） 

当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

第５条（公告方法） 

当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 

 

第２章 株 式 
 

第６条（株券の発行） 

当会社は、株式に係る株券を発行する。 

第７条（発行可能株式総数等） 

 当会社の発行可能株式総数は、７，４８９，０００，０００株とし、各種類の株

式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 

普通株式     ７，０６０，３００，０００株 

Ａ種優先株式     １８２，６００，０００株 

Ｂ種優先株式     ２４６，１００，０００株 

  2.当会社の普通株式の単元株式数は、１,０００株とし、Ａ種優先株式およびＢ種

優先株式の各単元株式数は、１００株とする。 

3.当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。た

だし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。 

第８条（自己の株式の取得） 

当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場

取引等により自己の株式を取得することができる。 

第９条（単元未満株式についての権利） 

当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式につ

いて、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 
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（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の 

割当てを受ける権利 

（４）次条に定める請求をする権利 

第 10 条（単元未満株式の売渡請求) 

当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式

の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができ

る。 

第 11 条（株主名簿管理人） 

 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

  2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これ

を公告する。 

  3.当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、新株予約権原簿および

株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株

券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社において

は取り扱わない。 

第 12 条（株式取扱規則） 

 当会社の株式に関する取扱いおよびその手数料は、法令または定款のほか、取締

役会において定める株式取扱規則による。 

 

第２章の２ 優 先 株 式 
 

第 12 条の 2（期末配当） 

当会社は、第４２条に定める剰余金の配当をするときは、優先株式を有する株主

（以下「優先株主」という。）または優先株式の登録株式質権者（以下「優先登

録株式質権者」という。）に対して、以下に定める金額を、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通

登録株式質権者」という。）および他の種類の優先株式の優先株主または優先登

録株式質権者と同順位にてする。 

Ａ種優先株式 Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当金に、その

時点におけるＡ種優先株式転換比率（第１２条の６第１項におい

て定められる。）を乗じて得られる額。 

Ｂ種優先株式 Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの配当金に、その

時点におけるＢ種優先株式転換比率（第１２条の６第２項におい

て定められる。）を乗じて得られる額。 

第 12 条の 3（中間配当） 

当会社は、第４３条に定める剰余金の配当をするときは、優先株主または優先登
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録株式質権者に対して、以下に定める金額を、普通株主または普通登録株式質権

者および他の種類の優先株式の優先株主または優先登録株式質権者と同順位に

てする。 

Ａ種優先株式 Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの中間配当金に、

その時点におけるＡ種優先株式転換比率を乗じて得られる額。 

Ｂ種優先株式 Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの中間配当金に、

その時点におけるＢ種優先株式転換比率を乗じて得られる額。 

第 12 条の 4（残余財産の分配） 

当会社は、残余財産の分配をする場合には、優先株主または優先登録株式質権者

に対して、優先株式１株につきそれぞれ以下に定める金額を、普通株主または普

通登録株式質権者に先立ち、他の種類の優先株式の優先株主または優先登録株式

質権者と同順位にて分配する。 

Ａ種優先株式 １株につき７００円（以下「Ａ種優先残余財産分配額」という。） 

Ｂ種優先株式 １株につき７００円（以下「Ｂ種優先残余財産分配額」という。） 

2.当会社は、前項に基づく残余財産の分配後、さらに残余する財産があるときは、

優先株主または優先登録株式質権者に対して、以下に定める金額を、普通株主ま

たは普通登録株式質権者および他の種類の優先株主または優先登録株式質権者

と同順位にて分配する。 

Ａ種優先株式 Ａ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの残余財産分配額

に、その時点におけるＡ種優先株式転換比率を乗じて得られる額。 

Ｂ種優先株式 Ｂ種優先株式１株当たり、普通株式１株当たりの残余財産分配額

に、その時点におけるＢ種優先株式転換比率を乗じて得られる額。 

第 12 条の 5（議決権） 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

2.Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権

を有しない。 

第 12 条の 6（転換請求権） 

Ａ種優先株主は、当会社に対し、平成１９年３月１４日以降、平成３８年３月１

３日までの間（以下「Ａ種優先株式転換請求権行使期間」という。）、当該Ａ種

優先株主が有するＡ種優先株式を取得し、これと引換えに、Ａ種優先株式１株に

つき１０株の割合（以下「Ａ種優先株式転換比率」という。ただし、以下に従い

比率が変更された場合には、当該変更後の比率を「Ａ種優先株式転換比率」とい

う。）で普通株式を交付すること（当会社が取得請求権付株式を取得し、これと

引換えに普通株式を交付することを、以下「転換」という。）を請求することが

できる。 

Ａ種優先株式転換比率は、合併、株式交換、株式移転、または会社分割その他当

会社の普通株式の発行済株式の総数が変更する事由が生じる場合で、Ａ種優先株

主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点から当該転換比率の調整が必要と
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される場合には、取締役会が適切と判断する転換比率に変更される。 

なお、かかる変更後のＡ種優先株式の転換比率によるＡ種優先株式の転換により

交付すべき普通株式の数の算出に当たって１株に満たない端数があるときは、会

社法第１６７条第３項の規定に従いこれを取り扱う。 

2.Ｂ種優先株主は、当会社に対し、払込期日の翌日以降、平成３８年３月１３日ま

での間（以下「Ｂ種優先株式転換請求権行使期間」という。）、Ｂ種優先株式１

株につき１０株の割合（以下「Ｂ種優先株式転換比率」という。ただし、以下に

従い比率が変更された場合には、当該変更後の比率を「Ｂ種優先株式転換比率」

という。）で転換を請求することができる。 

Ｂ種優先株式転換比率は、合併、株式交換、株式移転、または会社分割その他当

会社の普通株式の発行済株式の総数が変更する事由が生じる場合で、Ｂ種優先株

主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点から当該転換比率の調整が必要と

される場合には、取締役会が適切と判断する転換比率に変更される。 

なお、かかる変更後のＢ種優先株式の転換比率によるＢ種優先株式の転換により

交付すべき普通株式の数の算出に当たって１株に満たない端数があるときは、会

社法第１６７条第３項の規定に従いこれを取り扱う。 

第 12 条の 7（強制転換） 

当会社は、取締役会の決定により、Ａ種優先株式転換請求権行使期間中に転換の

請求のなかったＡ種優先株式について、平成３８年３月１４日を経過した場合に

は、取締役会が定める当該日を経過した後の日をもって当該転換の請求のなかっ

たＡ種優先株式の全てを取得し、これと引換えに、Ａ種優先株式１株につき、そ

の時点におけるＡ種優先株式転換比率で普通株式を交付することができる。 

2.当会社は、取締役会の決定により、Ｂ種優先株式転換請求権行使期間中に転換の

請求のなかったＢ種優先株式について、平成３８年３月１４日を経過した場合に

は、取締役会が定める当該日を経過した後の日をもって当該転換の請求のなかっ

たＢ種優先株式の全てを取得し、これと引換えに、Ｂ種優先株式１株につき、そ

の時点におけるＢ種優先株式転換比率で普通株式を交付することができる。 

第 12 条の 8（株式の分割または併合、募集株式等の割当て等） 

当会社は、株式の分割または併合をするときは、普通株式、Ａ種優先株式および

Ｂ種優先株式ごとに、同時に同一の割合でこれをする。当会社は、株主に募集株

式もしくは募集新株予約権（新株予約権付社債を含む。以下同じ。）の割当てを

受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式または

普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主にはＡ

種優先株式またはＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式またはＢ種優先株式を目的とする新株予約権

の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合でＡ種優先株主およびＢ種

優先株主それぞれの権利・利益に鑑みての実質的に公平な割当価額、行使価額そ

の他の条件により与える。当会社は、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当
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てをするときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当て

または普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、Ａ種優先株

主にはＡ種優先株式の株式無償割当てまたはＡ種優先株式を目的とする新株予

約権の新株予約権無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の株式無償割当

てまたはＢ種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それ

ぞれ同時に同一の割合でする。 

2.株式の分割がなされたときは、Ａ種優先残余財産分配額は、以下の算式により計

算される残余財産分配額に調整される。 
調整後      調整前      分割前Ａ種優先株式数 
Ａ種優先    ＝Ａ種優先    ×

                    
 

残余財産分配額  残余財産分配額  分割後Ａ種優先株式数 

3.株式の併合がなされたときは、Ａ種優先残余財産分配額は、以下の算式により計

算される残余財産分配額に調整される。 
調整後      調整前      併合前Ａ種優先株式数 
Ａ種優先    ＝Ａ種優先    ×

                    
 

残余財産分配額  残余財産分配額  併合後Ａ種優先株式数 

4.株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えた株式の交付または株式無償割当

てがなされたときは、Ａ種優先残余財産分配額は、以下の算式により計算される

残余財産分配額に調整される。なお、以下の式で用いる当初のＡ種優先株式の１

株当たりの発行価額または調整前のＡ種優先株式の１株当たりの払込価額は、Ａ

種優先株式の分割、併合またはこれに類する事由があった場合には、合理的な調

整を行うものとする。 
              当初のＡ種優先    株式交付前   新たに交付され   新たに交 
調整後    調整前    株式の１株当たり × のＡ種優先 ＋ たＡ種優先株式   付された 
Ａ種優先   Ａ種優先   の発行価額      株式数     の１株当たりの × Ａ種優先 
残余財産 ＝ 残余財産 ×                    払込価額      株式数    

分配額    分配額       当初のＡ種優先             
株式の１株当たり      ×    株式交付後の 
の発行価額              Ａ種優先株式数 

ただし、二回目以降に関しては、上記算式中の「当初のＡ種優先株式の１株当た

りの発行価額」は、以下の算式により計算される「調整後のＡ種優先株式の１株

当たりの払込価額」に読み替えられるものとする。 
 
         調整前               前回の新たに交付さ     
調整後      Ａ種優先株式の  前回の株式交   れたＡ種優先株式の    前回の新たに 
Ａ種優先株式の  １株当たりの × 付前のＡ種優 ＋ １株当たりの払込価  × 交付された 
１株当たりの ＝ 払込価額     先株式数     額            Ａ種優先株式数 
払込価額            前回の株式交付後のＡ種優先株式数 

5.株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えた新株予約権の交付または

新株予約権無償割当てがなされたときは、Ａ種優先残余財産分配額は、第４項に

定めるところに準じて適切に調整される。 

6.第２項乃至第５項の計算においては、円位未満小数第３位まで算出し、その小数

第３位を四捨五入する。 

7.株式の分割もしくは併合、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えた株式の

交付もしくは株式無償割当て、または、株主に募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えた募集新株予約権の交付もしくは新株予約権無償割当てがなされた

ときの、Ｂ種優先残余財産分配額の調整については、第２項乃至第６項の規定を、
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それぞれ「Ａ種優先株式」を「Ｂ種優先株式」、「Ａ種優先残余財産分配額」を

「Ｂ種優先残余財産分配額」と読み替えて適用する。 

 

第３章 株 主 総 会 
 

第 13 条（定時および臨時株主総会） 

 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から３カ月以内に招集し、臨

時株主総会は必要のある場合に招集する。 

第 14 条（定時株主総会の基準日） 

当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月３１日とする。 

第 15 条（議 長） 

 当会社の株主総会の議長には、あらかじめ取締役会が定めた順序により、取締役

会長または取締役社長がこれに当たる。 

  2.取締役会長および取締役社長に支障があるときは、あらかじめ取締役会が定めた

順序により、他の取締役がこれに代わる。 

第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類およ

び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定める

ところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対し

て提供したものとみなすことができる。 

第 17 条（決議の方法） 

 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議

決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

2.会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっ

て行なう。 

第 18 条（議決権の代理行使） 

 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行

使することができる。この場合、株主または代理人は、代理権を証明する書面を

当会社に提出しなければならない。 

第 19 条（種類株主総会） 

第１５条、第１６条、第１７条第１項および前条の規定は、種類株主総会につい

てこれを準用する。 

2.第１４条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会についてこれ

を準用する。 

3.会社法第３２４条第２項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会にお

いて議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の３分の２以上をもって行う。 
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第４章 取締役および取締役会 
 

第 20 条（取締役の数） 

 当会社の取締役は、９名以内とする。 

第 21 条（取締役の選任） 

 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 

  2.前項の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

  3.取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 

第 22 条（代表取締役） 

 取締役会は、その決議によって、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。 

  2.代表取締役は、当会社を代表し、当会社の業務を執行する。 

第 23 条（役付取締役） 

 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長および取締役社長各

１名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選

定することができる。ただし、各役全部を併置することを要しない。 

  2.役付取締役の権限分掌については、取締役会規則をもってこれを定める。 

第 24 条（取締役の任期） 

 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結のときまでとする。 

第 25 条（取締役の報酬等） 

 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利

益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。 

第 26 条（取締役会の招集通知） 

取締役会の招集通知は、あらかじめ取締役会で期日を定めた場合を除き、各取締

役および各監査役に対して会日の５日前までに発する。ただし、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮することができる。 

2.前項の規定にかかわらず、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集

の手続を経ないで取締役会を開催することができる。 

第 27 条（取締役会の決議の省略） 

取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合、当該事項の議

決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思

表示をし、かつ、監査役が異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の取締

役会の決議があったものとみなす。 

第 28 条（取締役会規則） 

 取締役会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める取締
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役会規則による。 

第 29 条（取締役の責任免除） 

当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取

締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議

によって免除することができる。 

2.当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第５章 監査役および監査役会 
 

第 30 条（監査役の数） 

 当会社の監査役は、６名以内とする。 

第 31 条（監査役の選任） 

 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 

  2.前項の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

第 32 条（監査役の任期） 

 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結のときまでとする。 

  2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期の満了するときまでとする。 

第 33 条（監査役の報酬等） 

 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

第 34 条（監査役会の招集通知） 

 監査役会の招集通知は、あらかじめ監査役会で期日を定めた場合を除き、各監査

役に対して会日の５日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 

2.前項の規定にかかわらず、監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ない

で監査役会を開催することができる。 

第 35 条（監査役会規則） 

監査役会に関する事項は、法令または定款のほか、監査役会において定める監査

役会規則による。 

第 36 条（常勤監査役） 

 監査役会は、その決議によって、監査役の中から常勤の監査役を選定する。 

第 37 条（監査役の責任免除） 

当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査

役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
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役会の決議によって免除することができる。 

2.当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第６章 会計監査人 
 

第 38 条（会計監査人の選任） 

会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

第 39 条（会計監査人の任期） 

会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結のときまでとする。 

2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、

当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 

第 40 条（会計監査人の報酬等） 

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。 

 

 

第７章 計 算 
 

第 41 条（事業年度） 

 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。 

第 42 条（期末配当金） 

 当会社は、株主総会の決議によって、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録されている株主または登録株式質権者に対して、期末配当として剰余金

の配当を行うことができる。 

第 43 条（中間配当金） 

 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録されている株主または登録株式質権者に対して、会社法第４５４条第５

項に定める剰余金の配当を行うことができる。 

第 44 条（配当金の除斥期間） 

 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受

領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。 

2.未払いの配当金には、利息を付さない。 

 
 

 10



 

改 正 の 沿 革   

 

昭和２５年 ４月 １日制定    昭和４９年 １月３０日改正 

昭和２６年 ９月１０日改正    昭和５０年 １月３０日改正 

昭和２７年 １月３０日改正    昭和５２年 ２月２８日改正 

昭和２７年 ４月 ３日改正    昭和５５年 ２月２８日改正 

昭和２７年 ７月２６日改正    昭和５７年 ２月２６日改正 

昭和２８年 ５月２０日改正    昭和５８年 ２月２５日改正 

昭和２８年 ７月３０日改正    昭和６１年 ８月２９日改正 

昭和２８年 ９月２５日改正    昭和６３年 ２月２６日改正 

昭和２９年 １月２８日改正    平成 ３年 ２月２７日改正 

昭和２９年 ７月３０日改正    平成 ５年 ２月２５日改正 

昭和３０年 ７月３０日改正    平成  ６年 ２月２５日改正 

昭和３１年 １月２８日改正    平成 ８年 ２月２８日改正 

昭和３１年 ７月３０日改正    平成１０年 ６月２６日改正 

昭和３３年 ７月３０日改正    平成１１年 ６月２９日改正 

昭和３４年 ７月３０日改正    平成１２年 ６月２９日改正 

昭和３６年 １月３０日改正    平成１４年 ６月２７日改正 

昭和３６年 ７月２９日改正    平成１５年  ６月２７日改正 

昭和３８年 １月３０日改正        平成１６年 ６月２９日改正 

昭和３９年 １月３０日改正    平成１７年 ６月２９日改正 

昭和４６年 １月２９日改正    平成１８年 ２月２４日改正 

昭和４８年 ７月３０日改正    平成１８年 ６月２３日改正 
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